
多様な働き方推進事業補助金

補助金

による

取組

企業の

課題

補助率／補助対象経費の３分の２以内

補助金額／上限５０万円

補 助 金 の 活 用 事 例

仕事と家庭の両立へ向け、多様な働き方の仕組みづくりを進めるととも
に、人手不足が顕著な高浜町内の人材確保・定着の促進を目的に、多様
な働き方を推進する町内企業を支援します。是非ご活用下さい。

専門家のアドバイス
で業務内容を抜本的
に見直すことができ、
効率的な業務体制等
の構築につながった。

改善の

結果

業務上の無駄な作業
を見直したいが、何
をすればいいかわか
らない！

始業・終業時刻を手
書きで記録している
が、管理上のミスが
多い！

女性専用トイレを設
置し誰もが働きやす
い環境にしたい！

労務管理用機器や、
ソフトウェアを導入

外部の専門家による
コンサルティングを
実施

女性専用トイレやパ
ウダールームを設置

補助内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

記録方法を台帳から
ICカードに切り替え
たことで、始業・終
業時刻を正確に管理
できるようになり、
業務量の平準化につ
ながった。

女性が働きやすい環
境になり、女性社員
が増えたことにより
女性目線の商品開発
が可能になった。

お問合せ先：総合政策課 TEL 72-7711 / FAX 72-2889

職場環境の改善や生産性の向上を図ることにより、働きやすい職場
づくりが可能に!! 働きやすい職場には人材が集まり定着する!!



補助金概要

補助対象者

高浜町内に事業所を有し、かつ「働き方改革や職場環境改善に資する行動宣言」を行
う中小企業または中小企業事業者で構成された団体及び高浜町内在住の個人で構成され
た団体であること。

補助対象事業の内容

活用事例

・共用のサテライトオフィスや保育施設の設置
・女性専用施設の整備費用（ＷＣ、パウダールーム、更衣室等）
・テレワーク勤務に必要な機器の導入費用
・業務共有・効率化のためのＩＴ設備費用
・中小企業診断士や社会労務士へのコンサルティング費用
・企業説明会への出展や求人媒体への掲載費用、ＨＰ整備費用など

対象経費

講師謝金・旅費、消耗品費、印刷製本費、教育研修費、広告宣伝費、出展費、ホーム
ページ作成費、求人媒体作成費、役務費、委託料、備品購入費、多様な働き方の推進
に繋げる機器のレンタル、リース及び購入費並びに施設整備費、賃貸家賃補助３か月
分、その他高浜町長が必要と認める経費

※講師謝金の単価は、その金額が社会通念上妥当なものであること。
※原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外

①仕事と生活の両立支援及び人材の確保・定着に向けたコンサルタントの導入など自社
の多様な働き方を推進する事業

②多様な働き方を支援する情報通信機器などの設備、保育施設等の設置
③多様な働き方の推進に向けた施設整備
④多様な働き方の理解促進に向けた社内研修の実施、各種セミナーへの参加
⑤正社員として雇用した町外者が町内の賃貸住宅に転居し高浜町内に住所を有した者の
家賃助成補助を雇用者が実施した場合

⑥多様な働き方の推進の取組を発信し、人材確保に繋げるための企業説明会への出展、
ＰＲグッズの作成、人材紹介の活用、求人媒体への掲載

⑦その他高浜町長が認める事業

補助対象期間

令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水）
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